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改 正 （案） 現 行 

 
 空乗第２１０５号 平成１２年７月２８日                     

国空乗第５６０号 平成２０年２月２５日一部改正             

国空航第８４８号 平成２４年３月３０日一部改正             

国空安政第  号 令和    年  月  日一部改正            

 

       国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空 

       業務等の技能に係る資格証書を有する者に対する取扱い 

 

１．試験の免除の取扱い 

  国際民間航空条約の締約国たる外国の政府の授与した航空業務等の技能に係る資格証 

書（以下、「外国証書」という。）を有する者については、航空法第２９条第４項及び 

航空法第３４条並びに航空法施行規則第５０条及び航空法施行規則第１７０条の５の規 

定に基づき、申請により、次の試験を行う。 

 

 

申請の資格等 実施する試験 

～～中略～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

技能証明の限定変更 1. 型式限定を必要とする場合には実地試験の一部 

2. 多発等級限定の場合であって、国土交通大臣のおこなった計

器飛行証明を有しており、外国証書の計器飛行証明に制限が

付されている場合には実地試験の一部（２．（２）参照） 

3. 単発又は多発のいずれの等級限定も有しない者に対する等級

限定の場合には実地試験の全部 

 

 

～～中略～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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空乗第２１０５号 平成１２年７月２８日                        

国空乗第５６０号 平成２０年２月２５日一部改正             

国空航第８４８号 平成２４年３月３０日一部改正             

                 （新 設） 

 

       国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空 

       業務等の技能に係る資格証書を有する者に対する取扱い 

 
１．試験の免除の取扱い 

  国際民間航空条約の締約国たる外国の政府の授与した航空業務等の技能に係る資格証 

書（以下、「外国証書」という。）を有する者については、航空法第２９条第４項及び 

航空法第３４条並びに航空法施行規則第５０条及び航空法施行規則第１７０条の５の規 

定に基づき、申請により、次の試験を行う。 

 

 

申請の資格等 実施する試験 

～～中略～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

技能証明の限定変更 型式限定を必要とするものに限り、実地試験の一部 

多発等級限定の場合であって、国土交通大臣のおこなった計器

飛行証明を有しており、外国証書の計器飛行証明に制限が付さ

れている場合には実地試験の一部（２．（２）参照） 

（新 設） 

 
 
 
～～中略～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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改 正 （案） 現 行 

 

附 則 

１ この通達は、平成１２年９月１日から施行する。 

２ 「外国政府の授与した航空業務等の技能に係わる資格証書を有するものに対する取扱 

い」の廃止 

  「外国政府の授与した航空業務等の技能に係わる資格証書を有するものに対する取扱 

い」（平成６年１１月１６日付け 空乗第２１２７号）は、本通達の施行日をもって廃 

止する。 

 

附 則 

  この通達は、平成２０年２月２５日から施行する。 

 

 

附 則 

  この通達は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 

 

附 則 

  この通達は、令和    年    月    日から施行する。 
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附 則 

１ この通達は、平成１２年９月１日から施行する。 

２ 「外国政府の授与した航空業務等の技能に係わる資格証書を有するものに対する取扱 

い」の廃止 

  「外国政府の授与した航空業務等の技能に係わる資格証書を有するものに対する取扱 

い」（平成６年１１月１６日付け 空乗第２１２７号）は、本通達の施行日をもって廃 

止する。 

 

附 則 

  この通達は、平成２０年２月２５日から施行する。 

 

 

附 則 

  この通達は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 

 
（新 設） 
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